
亀山市告示第２６号 

亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

令和７年２月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成２０年亀山市告示第

４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

（１）母子・父子自立支援プログラム策

定事業の実施について（平成２６年

９月３０日雇児発０９３０第４号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）に基づく母子・父子自立支援プ

ログラムの策定その他プログラムに

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、次の要件を満たす者と

する。 

（１）児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当の

支給を受けている者又は同等の所得

水準にある者。ただし、児童扶養手

当法施行令（昭和３６年政令第４０５ 

号）第６条の７の規定は適用しない。 



準じた資格取得後の就労計画の策定

等の支援を受けている者 

［（２） 略］ 

（訓練給付金の額等） 

第５条 訓練給付金の額は、次の各号に

掲げる対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１）受講開始日現在において一般教育

訓練給付金又は特定一般教育訓練給

付金の支給を受けることができない

対象者 当該対象者が第２条第４項

第１号又は第２号の指定教育訓練講

座の受講のために支払った費用（入

学料及び受講料に限る。）の額に

１００分の６０を乗じて得た額（そ

の額が２０万円を超えるときは、２０

万円） 

（２）受講開始日現在において専門実践

教育訓練給付金の支給を受けること

ができない対象者 当該対象者が第

２条第４項第３号の指定教育訓練講

座の受講のために支払った費用（入

学料及び受講料に限る。）の額に

１００分の６０を乗じて得た額（そ

の額が修学年数に４０万円を乗じて

得た額を超えるときは、修学年数に

４０万円を乗じて得た額（その額が

１６０万円を超えるときは、１６０

万円）） 

 

 

［（２） 略］ 

（訓練給付金の額等） 

第５条 訓練給付金の額は、次の各号に

掲げる対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１）受講開始日現在において一般教育

訓練給付金又は特定一般教育訓練給

付金の支給を受けることができない

対象者 当該対象者が第２条第４項

第１号又は第２号の教育訓練講座の

受講のために支払った費用（入学料

及び授業料に限る。）の額に１００

分の６０を乗じて得た額（その額が 

２０万円を超えるときは、２０万円） 

 

（２）受講開始日現在において専門実践

教育訓練給付金の支給を受けること

ができない対象者 当該対象者が第

２条第４項第３号の教育訓練講座の

受講のために支払った費用（入学料

及び授業料に限る。）の額に１００

分の６０を乗じて得た額（その額が

修学年数に４０万円を乗じて得た額

を超えるときは、修学年数に４０万

円を乗じて得た額（その額が１６０ 

万円を超えるときは、１６０万円）） 

 



［（３） 略］ 

２ 前項第２号に掲げる対象者が、教育

訓練を修了した日の翌日から起算して

１年以内に当該教育訓練に係る資格を

取得した場合であって、当該教育訓練

を修了した日の翌日から起算して１年

以内に就職等したときにおける同号

の規定の適用については、同号中「１００

分の６０」とあるのは「１００分の

８５」と、「４０万円」とあるのは

「６０万円」と、「１６０万円」とあ

るのは「２４０万円」とする。 

３ 前２項の規定により訓練給付金の額

として算定された額が１万２千円を超

えないときは、訓練給付金は、支給し

ない。 

４ ［略］ 

（対象講座の指定申請） 

第７条 訓練給付金の支給を受けようと

する者は、母子家庭等自立支援教育訓

練給付金対象講座指定申請書（様式第

１号）に、次に掲げる書類を添付して

市長に提出し、教育訓練講座の受講を

開始する日前に訓練給付金の対象とな

る講座（以下「対象講座」という。）

の指定を受けなければならない。ただ

し、公簿等により確認することができ

ると市長が認めるときは、当該書類の

添付を省略することができる。 

［（３） 略］ 

［項を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定により訓練給付金の額と

して算定された額が１万２千円を超え

ないときは、訓練給付金は、支給しな

い。 

３ ［略］ 

（対象講座の指定申請） 

第７条 訓練給付金の支給を受けようと

する者は、母子家庭等自立支援教育訓

練給付金対象講座指定申請書（様式第

１号）に、次に掲げる書類を添付して

市長に提出し、教育訓練講座の受講を

開始する日前に訓練給付金の対象とな

る講座（以下「対象講座」という。）

の指定を受けなければならない。 

 

 

 



（１）申請者及びその者の扶養している

児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全

員の住民票の写し 

 

（２）母子・父子自立支援プログラムの

写し等自立に向けた支援を受けてい

ることを証する書類 

（３）公共職業安定所が発行する教育訓

練給付金支給要件回答書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［（４） 略］ 

（１）申請者及びその者の扶養している

児童の戸籍謄本若しくは抄本又は戸

籍の全部事項証明書若しくは個人事

項証明書の写し 

（２）児童扶養手当を受給している場合

は、児童扶養手当証書の写し 

 

（３）児童扶養手当を受給していない場

合は、申請者の前年（１月から７月 

までの間に申請する場合は、前々年） 

の所得の額、扶養親族等の有無及び

数並びに所得税法（昭和４０年法律

第３３号）に規定する７０歳以上の

同一生計配偶者、老人扶養親族及び

特定扶養親族の有無及び数について

の市町村長等の証明書（同法に規定

する控除対象扶養親族（１９歳未満 

の者に限る。）がある者にあっては、 

当該扶養親族の数を明らかにするこ

とができる書類及び当該控除対象扶

養親族の前年の所得の額についての

市町村長の証明書を含む。）並びに 

養育費に関する申告書（様式第２号） 

［（４） 略］ 

（対象講座の指定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理し

たときは、その内容を審査した上で対

象講座の指定の可否を決定し、母子家

庭等自立支援教育訓練給付金対象講座

（対象講座の指定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理し

たときは、その内容を審査した上で対

象講座の指定の可否を決定し、母子家

庭等自立支援教育訓練給付金対象講座



指定通知書（様式第２号）又は母子家

庭等自立支援教育訓練給付金対象講座

指定却下通知書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。この場

合において、第５条第１項第２号に掲

げる対象者であって、支給単位期間 

（雇用保険法施行規則第１０１条の２

の１２第４項に規定する支給単位期間

をいう。）ごとに支給をするものにつ 

いては、その旨を記載するものとする。 

指定通知書（様式第３号）又は母子家

庭等自立支援教育訓練給付金対象講座

指定却下通知書（様式第４号）により

申請者に通知するものとする。 

（訓練給付金の支給申請） 

第９条 前条の規定による指定の通知を

受けた者（以下「受給資格者」とい

う。）は、対象講座の受講を修了した

日から起算して３０日以内（専門実践

教育訓練給付金の支給を受けることが

できる受給資格者については、専門実

践教育訓練給付金の支給額が確定した

日から起算して３０日以内）に、母子

家庭等自立支援教育訓練給付金支給申

請書（様式第４号）に、次に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、公簿等により確認す 

ることができると市長が認めるときは、 

当該書類の添付を省略することができ

る。 

（１）受給資格者及びその者の扶養して

いる児童の戸籍謄本又は抄本及び世

帯全員の住民票の写し 

（訓練給付金の支給申請） 

第９条 前条の規定による指定の通知を

受けた者（以下「受給資格者」とい

う。）は、対象講座の受講を終了した

日の翌日から起算して１月以内に、母

子家庭等自立支援教育訓練給付金支給

申請書（様式第５号）に、次に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）受給資格者及びその者の扶養して

いる児童の戸籍謄本若しくは抄本又

は戸籍の全部事項証明書若しくは個



 

（２）母子・父子自立支援プログラムの

写し等自立に向けた支援を受けてい 

  ることを証する書類 

［号を削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ［略］ 

（４） ［略］ 

（５）指定した対象講座の入学料及び受

講料の領収書の写し 

 

（６）第５条第１項第１号及び第２号に

掲げる対象者にあっては、雇用保険法

の教育訓練給付金の受給資格がないこ

とを証明する書類 

（７）第５条第１項第３号に掲げる対象

人事項証明書の写し 

（２）児童扶養手当を受給している場合

は、児童扶養手当証書の写し 

 

（３）児童扶養手当を受給していない場

合は、前年（１月から７月までの間

に申請する場合は、前々年）の所得

の額、扶養親族等の有無及び数並び

に所得税法に規定する７０歳以上の

同一生計配偶者、老人扶養親族及び

特定扶養親族の有無及び数について

の市町村長等の証明書（同法に規定

する控除対象扶養親族（１９歳未満 

の者に限る。）がある者にあっては、 

当該扶養親族の数を明らかにするこ

とができる書類及び当該控除対象扶

養親族の前年の所得の額についての

市町村長の証明書を含む。）並びに

養育費に関する申告書 

（４） ［略］ 

（５） ［略］ 

（６）教育訓練施設の長が、受講者本人

が講座を受講するために負担した費

用について発行した領収書の写し 

（７）第５条第１号及び第２号に掲げる

対象者にあっては、雇用保険法の教育

訓練給付金の受給資格がないことを証

明する書類 

（８）第５条第３号に掲げる対象者にあ



者にあっては、一般教育訓練給付金、

特定一般教育訓練給付金又は専門実践

教育訓練給付金の支給額を証明する書

類 

（８） ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条第

１項第２号に掲げる対象者のうち、支

給単位期間（雇用保険法施行規則第 

１０１条の２の１２第４項に規定する

支給単位期間をいう。）ごとに支給を

するものは、前項第３号に規定する書

類に替えて、雇用保険法施行規則第 

１０１条の２の４第３号に規定する受

講証明書を提出しなければならない。 

３ 受給資格者であって第５条第２項の

規定により同条第１項第２号の規定を

読み替えて適用する額の支給を受けよ

うとするものは、対象講座を修了し、

当該教育訓練に係る資格を取得し、か

つ、対象講座を修了した日の翌日から

起算して１年以内に就職等した日から

３０日以内に、母子家庭等自立支援教

育訓練給付金支給申請書（追加支給

用）（様式第５号）に、次に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、公簿等により確認す

ることができると市長が認めるとき

は、当該書類の添付を省略することが

できる。 

っては、一般教育訓練給付金、特定一

般教育訓練給付金又は専門実践教育訓

練給付金の支給額を証明する書類 

 

（９） ［略］ 

［項を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［項を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）受給資格者及びその者が扶養して

いる児童の戸籍謄本又は抄本及び世

帯全員の住民票の写し 

（２）母子・父子自立支援プログラムの

写し等自立に向けた支援を受けてい

ることを証する書類 

（３）教育訓練修了証明書の写し 

（４）指定した対象講座の入学料及び受

講料の領収書の写し 

（５）一般教育訓練給付金、特定一般教

育訓練給付金又は専門実践教育訓練

給付金を受領した場合は、受領額を

証明する書類 

（６）合格証等の資格を取得したことを

証明する書類の写し 

（７）その他市長が必要と認める書類 

（訓練給付金の支給決定） 

第１０条 市長は、前条第１項の申請書

を受理したときは、その内容を審査し

た上で支給の可否を決定し、母子家庭

等自立支援教育訓練給付金支給決定通

知書（様式第６号）又は母子家庭等自

立支援教育訓練給付金支給申請却下決

定通知書（様式第７号）により受給資

格者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第３項の申請書を受理

したときは、その内容を審査した上で

支給の可否を決定し、母子家庭等自立

支援教育訓練給付金（追加支給分）支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訓練給付金の支給決定） 

第１０条 市長は、前条の申請書を受理

したときは、その内容を審査した上で

支給の可否を決定し、母子家庭等自立

支援教育訓練給付金支給決定通知書

（様式第６号）又は母子家庭等自立支

援教育訓練給付金支給申請却下決定通

知書（様式第７号）により受給資格者

に通知するものとする。 

［項を加える。］ 

 

 

 



給決定通知書（様式第８号）又は母子

家庭等自立支援教育訓練給付金（追加

支給分）支給申請却下決定通知書（様

式第９号）により受給資格者に通知す

るものとする。 

（受給資格の喪失等） 

第１１条 ［略］ 

２ 受給資格者は、前項第２号及び第３

号に該当することになったときは、速

やかに母子家庭等自立支援教育訓練給

付金受給資格喪失届（様式第１０号）

を市長に提出しなければならない。 

（請求） 

第１２条 第１０条第１項に規定する支

給決定を受けた者は、母子家庭等自立

支援教育訓練給付金請求書（様式第

１１号）により市長に請求するものと

する。 

２ 第１０条第２項に規定する支給決定 

を受けた者は、母子家庭等自立支援教

育訓練給付金（追加支給分）請求書

（様式第１２号）により市長に請求す

るものとする。 

 

 

 

 

 

（受給資格の喪失等） 

第１１条 ［略］ 

２ 受給資格者は、前項第２号及び第３

号に該当することになったときは、速

やかに母子家庭等自立支援教育訓練給

付金受給資格喪失届（様式第８号）を

市長に提出しなければならない。 

（請求） 

第１２条 第１０条に規定する支給決定

を受けた者は、母子家庭等自立支援教

育訓練給付金請求書（様式第９号）に

より市長に請求するものとする。 

 

［項を加える］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

 

 

 

 



 様式第１号中 

「 

 

                                      

 

                                      を 

 

 

                                     」 

 

「 

 

                                      

 

 

                                    」 

に、「住民基本台帳」を「住民基本台帳等」に改める。 

様式第２号を削る。 

       「 

様式第３号中                              を 

「 

 

                                      に、 

 

 

 

「受講終了日の翌日から１箇月以内」を「受講修了日の翌日から３０日以内」に改め、

「提出してください。」の次に「なお、支給方法欄において、支給単位期間（６か月）

ごとの支給をする旨が記載されている場合は、支給単位期間ごとにこの通知を含む添付

受講に必要な費用 入学料   円＋受講料   円＝   円 

 

受講に必要な費用 入学料    円＋受講料    円＝合計     円 

支給方法  

（上記の教育訓練が指定教育訓練である場合に記載） 

※上記教育訓練に係る資格を取得し、かつ、上記教育訓練を修了した日の翌日から起算し
て１年以内に一定の職業に就いた場合等に追加支給することとしているが、当該職業
は、上記教育訓練に係る資格を有することを必要とする職業とする。 

 

（添付書類）  

１ 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本（戸籍の全部事項証明書又

は個人事項証明書） 

２ 児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し 

３ 児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年（１月から７月までの間に申請

する場合は、前々年）の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する 

７０歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市

町村長等の証明書（所得税法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）が

ある者にあっては、当該扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象

扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。）並びに養育費に関する

申告書 

４ その他市長が必要と認める書類 

 
※受講開始日現在における雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格の有無 

（添付書類） 

１ 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

２ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する

書類 

３ 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

」 

」 



書類を添えて提出してください。」を加え、同様式を様式第２号とし、様式第４号を様

式第３号とする。 

 様式第５号中「第９条」を「第９条第１項」に、 

「 

 

                                      を 

                                     」 

「 

 

                                      に、 

                                     」 

「 

                                      

 

                                       

 

を 

 

 

 

                                      

                                      

 

「 

 

                                      

 

 

 

 

（添付書類）  

１ 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本（戸籍の全部事項証明書又は

個人事項証明書） 

２ 児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し 

３ 児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年（１月から７月までの間に申請す

る場合は、前々年）の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する７０

歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村

長等の証明書（所得税法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある

者にあっては、当該扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養

親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。）並びに養育費に関する申告

書 

４ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書の写し 

５ 教育訓練の修了を証明する書類の写し 

６ 教育訓練施設の長が発行した、受講するために負担した費用について発行した領収書の

写し 

７ 雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がない場合は、受給資格がないことを証明する

書類 

８ 雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がある場合は、一般教育訓練給付金、特定一般

教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額を証明する書類 

９ その他市長が必要と認める書類 

 

（添付書類） 

１ 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

２ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する

書類 

３ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書の写し 

４ 教育訓練修了証明書の写し（支給単位期間ごとの支給を希望する場合は、受講者の教育

訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書） 

５ 教育訓練施設の長が発行した、受講するために負担した費用について発行した領収書の

写し 

６ 雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がない場合は、受給資格がないことを証明する

書類 

７ 雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がある場合は、一般教育訓練給付金、特定一般

教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額を証明する書類 

８ その他市長が必要と認める書類 

 

教育訓練講座の期間   年  月  日（受講開始日）から  年  月  日まで 

受講に要した費用 入学料    円＋受講料   円＝合計    円 

児童扶養手当証書番号  

雇用保険法の教育訓練

給付金の支給額 
                   円 

 

教育訓練講座の期間 

うち支給単位機関 

   年 月 日（受講開始日）から  年 月 日まで 

うち   年 月 日（初日）から 年 月 日（末日）まで 

受講に要した費用 入学料    円＋受講料   円＝合計    円 

雇用保険法の教育訓練
給付金の支給額 

                   円 

 

」 

」 



に改め、同様式を様式第４号とし、同様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第９条関係） 

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書（追加支給用） 

 

年  月  日  

 亀山市長          様 

 

申請者 住所               

氏名               

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

個人番号             

 亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第９条第３項の規定により、次

のとおり関係書類を添えて申請します。 

対象講座指定番号   

教育訓練施設の名称   

教育訓練講座の名称   

教育訓練講座の期間     年 月 日(受講開始日)から 年 月 日まで 

資格取得年月日 年  月  日 

取得資格名称  

就職等年月日 年  月  日 

就職先名称  

受講に要した費用 入学料    円＋受講料    円＝合計    円 

雇用保険法の教育訓練

給付金の受給額 
       円  

自立支援教育訓練給付

金の受給額 
       円  

 

事業主の証明 

就業先住所         

就業先電話番号  

上記申請者は、当事業所において雇用していることを証明する。 

 

年 月 日 

事業主氏名 

（法人の時は名称・代表者氏名） 

注 

１ 支給申請期間は、対象講座を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、対象

講座を修了した日の翌日から起算して１年以内に就職等した日（専門実践教育訓練給付

金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給

額が確定した日）から起算して３０日以内です。 

２ 事業主の証明については、雇用主の証明を受けてください。その他の書類によって就

 職等した日及びその事実が証明できる場合は、事業主の証明を省略することが可能で

す。 



 

 

 （添付書類） 

１ 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写

し 

２ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証す

る書類 

３ 教育訓練修了証明書の写し 

４ 指定した対象講座の入学料及び受講料の領収書の写し 

５ 雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格がある場合は、一般教育訓練給付金、特定一

般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の受領額を証明する書類 

６ 資格を取得したことを証明する書類の写し（合格証等） 

７ その他市長が必要と認める書類  

 

同意書 

 亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給の可否決定に当たり、市職員が住民基

本台帳等を閲覧することに同意します。 

氏名          印 
 



様式第６号及び様式第７号中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。 

様式第９号を様式第１１号とし、様式第８号を様式第１０号とし、様式第７号の次

に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

第     号  

年  月  日  

 申請者 

          様 

 

 

亀山市長          印  

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金（追加支給分）支給決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった母子家庭等自立支援教育訓練給付金（追加支

給分）の支給について、次のとおり決定しましたので、亀山市母子家庭等自立支援教育訓

練給付金事業実施要綱第１０条第２項の規定により通知します。 

 

    支給決定額            円 



様式第９号（第１０条関係） 

第     号  

年  月  日  

 申請者 

          様 

 

亀山市長          印  

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金（追加支給分）支給申請却下決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった母子家庭等自立支援教育訓練給付金（追加支

給分）の支給申請については、次の理由により却下することとしましたので、亀山市母子

家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第１０条第２項の規定により通知します。 

 

却下する理由   

 



 様式第１１号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第１２条関係） 

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金（追加支給分）請求書 

 

年  月  日  

 

 亀山市長          様 

 

住所               

氏名               

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

    年  月  日付け  第    号で支給の決定を受けた亀山市母子家庭等自

立支援教育訓練給付金（追加支給分）について、亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付

金事業実施要綱第１２条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額      金          円 

 

振替又は送金先 

金融機関名 預金種類 

      普通(総合) 

 

      当座 

銀行 

金庫 

農協 

本店  

支店  

口座名義人 

 (フリガナ) 

                         

口座番号 

 



附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、公表の日から施行し、令和６年８月３０日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 


